
1 道路の計画
地域に必要な道路について調査
し計画を立案します。

2 都市計画決定
平成23年度

3 測量・調査立入り説明会
事業計画が決まると関係住民に
説明を行い協力を求めます。

平成２４年７月

4 路線測量・地盤調査
道路を設計するため地形等の測
量や図面の作成、地盤調査を行い
ます。

平成２４年８月 ～

5 道路の設計

測量図面や地盤調査の結果を
基に道路、橋、トンネルの設計を
行います。

平成２４年度 ～

6 設計の説明
関係住民に道路の設計について
説明を行い、了解をいただきます。

平成２６年６月

7 用地幅杭設置・調査
設計に基づき道路建設に必要な
用地の範囲を示す杭を打設します。

平成２６年度

8 用地の取得
工事で必要となる用地について、
調査結果を基に地権者へ補償内
容等について説明を行い、合意を
得た後に契約します。 契約後は、
補償金の支払を行います。

平成２７年度～

事業着手：平成24年度

住民説明会→都市計画審議会
→都市計画決定

中心杭設置式 平成２４年１１月１５日

道路建設に必要な土地・建物の
調査を行い、用地境界確認のた
め立会をお願いします。

事業の進め方［道路ができるまで］

今 後

9 工事

設計に基づいて、道路や橋、
トンネルをつくります。
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